
生
涯
学
習
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

ふ
る
さ
と
活
性
21
活
動
補
助
金

事
業
申
請
の
受
付

　

こ
の
事
業
は
地
域
の
活
性
化
や

特
色
あ
る
地
域
お
こ
し
活
動
等
を

実
施
す
る
団
体
を
支
援
す
る
補
助

金
制
度
で
す
。

対
象
事
業　
▼
独
自
性
・
創
造
性

に
富
み
将
来
的
に
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
が
る
事
業
▼
伝
統
文
化
の

継
承
と
新
し
い
地
域
お
こ
し
事
業

▼
地
域
活
性
化
の
た
め
の
ソ
フ
ト

事
業
▼
環
境
改
善
の
た
め
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
事
業
▼
地
域
づ
く
り
の

人
材
育
成
を
め
ざ
し
た
事
業

申
請
方
法　
交
付
申
請
書
（
公
民

館
ま
た
は
生
涯
学
習
課
に
備
え
付

け
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

公
民
館
ま
た
は
生
涯
学
習
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　
５
月
１
日
㈫
～
25
日
㈮

※
交
付
の
可
否
等
は
、
７
月
中
旬

に
通
知
す
る
予
定
で
す
。

第
42
回
（
平
成
30
年
度
）

成
人
大
学
第
１
回
講
座

　

成
人
大
学
は
、
講
演
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
学
び
の
場
を
提
供
し
て
い

る
生
涯
学
習
講
座
で
す
。
今
回
の

講
座
は
、
一
般
の
方
も
ご
参
加
い

た
だ
け
ま
す
。

日
時　
５
月
19
日
㈯　

午
後
３
時

30
分
予
定

場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館

講
演
講
師　
株
式
会
社
メ
デ
ィ
ア

ド
ゥ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス　

代
表

取
締
役
社
長　

藤
田
恭
嗣
さ
ん

講
師
紹
介　
電
子
書
籍
を
中
心
に

世
界
に
事
業
を
展
開
す
る
Ｉ
Ｔ
企

業
の
代
表
を
務
め
る
傍
ら
、
地
元

木
頭
の
地
方
創
生
に
も
取
り
組
ん

で
い
る
。　
　
　
　
　
　

講
演
内
容　
私
が
取
り
組
む
地
方

創
生
に
つ
い
て

参
加
費　
無
料

問
い
合
わ
せ
は　

生
涯
学
習
課

（
☎
22

－

３
３
９
１
）
へ

阿南市長

岩浅嘉仁

お
元
気
で
す
か

市
長
通
信

お
く
り
も
の

阿
南
市
へ

●
金
５
０
０
万
円

富
岡
町　

野
村
幸
子
様
か
ら

市
制
施
行
60
周
年
祝
金
と
し
て

●
絵
画

山
口
町　

霜
田
精
奏
様
か
ら

市
役
所
庁
舎
備
品
と
し
て

●
ウ
ミ
ガ
メ
生
態
研
究
書

学
原
町　

近
藤
康
男
様
か
ら

ウ
ミ
ガ
メ
の
保
護
・
研
究
資
料

と
し
て

阿
南
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

●
金
一
封

阿
南
商
工
会
議
所
女
性
会
様
か
ら

地
域
福
祉
事
業
活
動
資
金
と
し
て

　

以
上
、
ご
寄
贈
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

～ 

還
暦
。
そ
し
て
自
信
を
持
っ
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
！ 

～

　

来
た
る
５
月
１
日
、
私
た
ち
の
阿
南
市
は
市
制

施
行
60
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

県
下
で
は
、
明
治
22
年
（
１
８
８
９
年
）
10
月

１
日
に
徳
島
市
が
、
昭
和
22
年
（
１
９
４
７
年
）

３
月
15
日
に
鳴
門
市
が
、
昭
和
26
年
（
１
９
５
１

年
）
６
月
１
日
に
小
松
島
市
が
そ
れ
ぞ
れ
発
足
。

そ
し
て
、
昭
和
33
年
（
１
９
５
８
年
）
５
月
１
日

に
本
市
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
「
栄
枯
盛
衰
」
は
世
の
常
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

本
市
は
財
政
再
建
団
体
の
ま
ま
、
本
当
に
苦
し
い

船
出
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
黎
明
期
の
市
民
は

歯
を
食
い
し
ば
り
、
苦
し
さ
に
耐
え
、
明
る
い
明

日
を
夢
み
て
頑
張
っ
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

四
国
東
南
部
の
入
り
口
に
位
置
し
、
紀
伊
水
道

に
面
し
、
丹
生
谷
山
地
を
負
い
、
豊
か
な
那
賀
川

平
野
を
擁
す
る
、
こ
れ
が
郷
土
阿
南
の
姿
で
す
。

海
、
山
、
大
河
（
那
賀
川
は
県
内
を
流
れ
る
延
長

が
吉
野
川
よ
り
長
い
、
県
民
の
母
な
る
川
で
す
）

全
て
の
自
然
条
件
に
恵
ま
れ
、
か
つ
発
電
所
を
中

心
に
、
人
間
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
各

種
製
造
産
業
が
立
地
す
る
、
理
想
的
地
方
都
市
と

し
て
成
長
し
て
き
ま
し
た
。

　

全
国
の
自
治
体
の
中
に
は
、
成
人
式
の
よ
う
に

還
暦
を
第
２
の
人
生
の
出
発
と
し
て
祝
う
還
暦
式

と
呼
ば
れ
る
行
事
を
行
っ
て
い
る
長
崎
県
佐
世
保

市
や
千
葉
県
市
川
市
の
例
が
あ
り
ま
す
。

　

西
洋
で
は
結
婚
60
周
年
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
式

と
し
て
祝
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
阿
南
市
も
、
構
成
す
る
14
町
が
そ
れ

ぞ
れ
の
特
性
を
生
か
し
、
各
町
が
地
域
の
特
色
に

一
層
磨
き
を
か
け
、
連
携
を
は
か
り
、「
チ
ー
ム

阿
南
」
と
し
て
よ
り
輝
き
を
増
す
た
め
の
再
ス

タ
ー
ト
が
こ
の
60
周
年
の
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
働
く
喜
び
、
育
て
る
楽
し
さ
、
憩
う
幸
せ
」

「
も
っ
と
や
さ
し
く
、
も
っ
と
元
気
に
暮
ら
し
つ

づ
け
ら
れ
る
町
」
…

　

こ
の
よ
う
な
阿
南
愛
を
大
切
に
し
、
新
し
い
一

歩
を
踏
み
出
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

住
宅
の
耐
震
化
を

支
援
し
ま
す

　

平
成
12
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震
化
を

積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

耐
震
診
断

　

現
地
調
査
と
結
果
報
告　

自
己
負
担
額　
３
０
０
０
円

補
強
計
画

　

補
強
計
画
と
概
算
費
用
の
提
示　

自
己
負
担
額　
６
０
０
０
円

　

耐
震
診
断
で
、
評
点
１
・
０
未

満
と
判
定
さ
れ
た
住
宅
の
耐
震
化

支
援
は
次
の
と
お
り
で
す
。

耐
震
改
修
支
援
事
業

　

改
修
後
の
評
点
を
１
・
０
以
上

と
す
る
工
事
費
の
一
部
（
上
限
１

０
０
万
円
）
を
補
助
し
ま
す
。

住
ま
い
の
安
全
・
安
心
な

リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業

　

次
の
①
～
③
の
工
事
費
の
一
部

（
最
大
60
万
円
）
を
補
助
し
ま
す
。

①
改
修
後
の
評
点
を
向
上
さ
せ
る

工
事

②
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
や
耐
震
ベ
ッ

ド
を
設
置
す
る
工
事

③
①
ま
た
は
②
に
相
当
す
る
工
事

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
支
援
事
業

　

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
（
県
が
認
定

し
て
い
る
も
の
）
の
設
置
費
の
一

部（
上
限
80
万
円
）を
補
助
し
ま
す
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
費
用
を

補
助
し
ま
す

　

申
請
時
に
、
建
築
後
５
年
以
上

経
過
し
た
居
住
す
る
住
宅
で
、
市

内
に
本
店
が
あ
る
建
設
業
者
に
依

頼
し
て
行
う
工
事
費
の
一
部
（
上

限
20
万
円
）
を
補
助
し
ま
す
。

予
定
戸
数
等　
予
定
戸
数
80
戸
で
、

受
付
は
先
着
順
と
し
、
予
定
戸
数

に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

危
険
な
空
き
家
の
除
却
を

支
援
し
ま
す

　

現
在
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今

後
も
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い

住
宅
（
木
造
ま
た
は
鉄
骨
造
）
の

解
体
・
除
却
費
の
一
部
（
上
限
80

万
円
）
を
補
助
し
ま
す
。

事
前
調
査
の
申
込
み　
補
助
金
交

付
の
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
調
査
の
申
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い
。
住
宅
の
不
良
度
等
現
地
確

認
を
行
い
、
危
険
性
の
高
い
順
に

決
定
し
、
本
申
請
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

事
前
調
査
の
申
込
期
間　
５
月
１

日
㈫
～
31
日
㈭
（
土
、
日
、
祝
日

を
除
く
）

本
申
請
予
定
戸
数　
７
戸
程
度

※
各
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
要

件
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
く
わ
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　
住
宅
・
建
築
課

（
☎
22

－

３
４
３
１) 

へ

阿
南
市
人
権
教
育
協
議
会

総
会
を
開
催
し
ま
す

　

阿
南
市
人
権
教
育
協
議
会
で
は
、

市
民
一
人
ひ
と
り
の
立
場
に
立
っ

て
、
人
権
尊
重
を
柱
に
さ
ま
ざ
ま

な
人
権
問
題
の
解
決
に
向
け
、
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
２
０
１
８
年

度
総
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
の
で
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
５
月
31
日
㈭　

午
後
１
時

30
分
～
受
付　

２
時
開
会

場
所　
文
化
会
館
１
階　

視
聴
覚
室

※
手
話
通
訳
あ
り

問
い
合
わ
せ
は　
阿
南
市
人
権
教

育
協
議
会
事
務
局
（
☎
22

－

３
３

９
２)

へ
６
月
１
日
は

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

　

地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相
手

と
し
て
、
人
権
擁
護
委
員
が
委
嘱

さ
れ
、
各
市
町
村
で
活
動
し
て
い

ま
す
。
本
市
で
は
16
人
が
活
動
し

て
い
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
法
が

施
行
さ
れ
た
６
月
１
日
を
「
人
権

擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権

擁
護
委
員
が
住
民
の
皆
さ
ん
の
相

談
に
応
じ
る
た
め
に
、
各
市
町
村

に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お
知

ら
せ
す
る
と
と
も
に
、「
人
権
尊

重
」
の
大
切
さ
を
呼
び
か
け
る
日

と
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、
次

の
と
お
り
特
設
人
権
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
６
月
１
日
㈮　

午
前
10
時

～
正
午

場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館

問
い
合
わ
せ
は　
人
権
・
男
女
参

画
課
（
☎
22

－

３
０
９
４
）
へ

自主防災組織を支援します
自主防災組織設立支援
住民同士が救出・救援、初期消火等を行う自主防災組織を設立
した場合、次の防災備品を支給します。組織設立の手続きなど、
お気軽にご相談ください。
・ヘルメット（１世帯に１個）
・電気メガホン（およそ30世帯に１個）
・信号灯（およそ30世帯に２本）

自主防災組織の活動補助
住民参加による自主防災活動を推進し、地域の自発的な自主防
災組織の活動を円滑に行うため、自主防災組織が実施する防災
活動、防災訓練、防災研修等に要する事業経費に対して、加入
世帯に応じた額を限度に補助金を交付します。

加入世帯数（平成30年４月１日現在）	 補助額　
100世帯未満	 5,000円　
100以上300世帯未満	 10,000円　
300以上500世帯未満	 15,000円　
500以上1,000世帯未満	 20,000円　
1,000世帯以上	 50,000円　

申込方法　防災活動等を実施する予定日の２週間前までに、所
定の申請書に必要書類を添付してお申し込みください。申請書
は、市ホームページからもダウンロードできます。

避難路・避難場所整備に係る原材料等支給
地震・津波等災害時の避難路または避難場所を自主防災組織等
がその労力で整備する場合において、当該工事に要する原材料
および一般建設機械等の借上げ料（オペレーター料、燃料代を
除く）を支給します。
申込方法　危機管理課にご相談いただき、所定の申込書に必要
書類を添付してお申し込みください。
問い合わせは　危機管理課（☎22－9191）へ
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阿南市の介護保険料につきましては、昨今の高齢者を取り巻く社会情勢に配慮し、阿南市独自の施策を講
じ、保険料の上昇を極力抑えることといたしておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

問い合わせは　介護・ながいき課（☎22−1793）へ

【主な変更点】
　・月額基準額（第５段階）を5,250円から5,983円に改定します。
　・第７段階と第８段階の境界所得である基準所得金額を変更します。（190万円→200万円）
　・第８段階と第９段階の境界所得である基準所得金額を変更します。（290万円→300万円）

段　階 対　　　象　　　者 算定割合
（基準保険料×）

年額保険料
（単位 : 円）

（参　考）
月額保険料
（単位 : 円）

第 1 段階

・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が80万円以下の方

0.45 32,300 2,691

第 2 段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 0.7 50,200 4,183

第 3 段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が120万円超の方 0.75 53,800 4,483

第 4 段階
市民税非課税の方（同じ世帯内に市民税課税の方がいる
場合）かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下の方

0.9 64,600 5,383

第 5 段階
市民税非課税の方（同じ世帯内に市民税課税の方がいる
場合）かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円超の方

基準保険料 71,800 5,983

第 6 段階 市民税課税の方で、前年の合計所得金額が120万円未満 1.15 82,500 6,875

第 7 段階 市民税課税の方で、前年の合計所得金額が120万円以上
200万円未満 1.25 89,700 7,475

第 8 段階 市民税課税の方で、前年の合計所得金額が200万円以上
300万円未満 1.5 107,700 8,975

第 9 段階 市民税課税の方で、前年の合計所得金額が300万円以上
500万円未満 1.65 118,400 9,866

第10段階 市民税課税の方で、前年の合計所得金額が500万円以上 1.75 125,600 10,466

◎平成30年度から32年度の第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料は次のとおりです。

平成30年度～32年度

65歳以上の方（第１号被保険者）の
介 護 保 険 料 が変わります

基準額が
月額5,983円
になります

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る

情
報
伝
達
試
験
を
実
施

　

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
を
利
用
し
た
全
国
一

斉
情
報
伝
達
試
験
（
第
１
回
）
が
、

次
の
日
程
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
こ
れ
に
併
せ
て
、

防
災
行
政
無
線
と
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
の
自
主
放
送
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
の

試
験
放
送
お
よ
び
登
録
制
メ
ー
ル

に
よ
る
試
験
配
信
を
行
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

日
時　
５
月
16
日
㈬　

午
前
11
時
頃

※
気
象
・
地
震
活
動
の
状
況
等
に

よ
っ
て
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

危
機
管
理
課

（
☎
22

－

９
１
９
１
）
へ

阿
南
市
身
体
障
害
者
連
合
会

定
期
総
会・体
育
大
会
へ
の

参
加
に
つ
い
て

日
時　
５
月
26
日
㈯　

午
前
10
時
～

場
所　
ス
ポ
ー
ツ
総
合
セ
ン
タ
ー

参
加
で
き
る
方　

▼
市
内
に
在
住

で
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
▼
大
会
に
賛
同
さ
れ
る
市

民
の
方

※
事
前
に
申
込
み
が
必
要
で
す
。

大
会
参
加
費
と
し
て
５
０
０
円

と
、
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
を
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
連
合
会
の
方
は
、

年
会
費
１
０
０
０
円
を
納
入
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
締
切
日　
５
月
14
日
㈪

問
い
合
わ
せ
は　
社
会
福
祉
協
議

会
（
☎
23

－

７
２
８
８
）
へ

農
用
地
区
域
の
変
更
申
請

（
除
外・編
入
）は
お
早
め
に

　

市
で
は
、
農
業
振
興
地
域
整
備

計
画
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
「
農
用

地
区
域
」
の
平
成
30
年
度
前
期
の

変
更
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
申
請

書
（
農
林
水
産
課
備
え
付
け
）
に

必
要
書
類
等
を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　
５
月
１
日
㈫
～
31
日
㈭

提
出
・
問
い
合
わ
せ
は　
農
林
水

産
課
企
画
係（
☎
22

－

１
５
９
８
）

へ
市
の
花「
ひ
ま
わ
り
」を

咲
か
せ
ま
し
ょ
う

　

真
夏
の
空
に
向
か
っ
て
明
る
く

力
強
く
伸
び
る
花
「
ひ
ま
わ
り
」

を
咲
か
せ
、ま
ち
を
彩
り
ま
し
ょ
う
。

種
子
の
配
布
場
所　
市
役
所
１
階

案
内
お
よ
び
企
画
政
策
課
、
各
支

所
、
各
住
民
セ
ン
タ
ー
、
各
公
民

館問
い
合
わ
せ
は　

企
画
政
策
課

（
☎
22

－

３
４
２
９
）
へ

女性の活躍推進に向けて「あなんテレワーク推進センター」では
毎月楽しいイベントを開催しています。ぜひご参加ください！
日程　
▶５月11日㈮　パソコン・インターネットの基礎を学ぼう
▶５月23日㈬　Google の便利な機能を学ぼう
※Google アカウントが必要です。取得方法がわからない方はお

申し込みの際にお伝えください。
時間　10:30～12:00（１時間30分）　
対象・定員　市内在住の女性、各8人程度
場所　牛岐城趾公園管理事務所２階（富岡町トノ町24番地21）
※こちらにお越しの際は市役所の駐車場をご利用いただきますよ

うお願いします。
持参物　パソコン（２台までレンタルパソコンがあります）　
参加費　無料
申込方法　電話、ファクス、メールで、氏名、年齢、電話番号、

希望日、お子さま連れの場合はお子さまの年齢、レン
タルパソコンが必要な方はその旨をご記入の上、お申
し込みください。

問い合わせは　あなんテレワーク推進センター（テレワークひろ
ば）（☎・FAX24−8009）へ　
e-mail:anan@child-rin-tokushima.com
※月、水、金曜日（祝日除く）10:00～15:00

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！

本市では、同和問題をはじめとするさまざまな人権
問題の解決のため、心豊かに安心して暮らせる人権
尊重のまちづくりの実現に向けて、積極的に取り組
んでいます。
このたび阿南市人権施策推進審議会を開催するにあ
たり、新たに公募委員を募集します。
応募資格　次の要件すべてに該当する方　
▶市内在住の18歳以上（平成30年４月１日現在）の方
▶阿南市の人権尊重のまちづくりの推進について関

心のある方
▶平日の会議（年４回程度）に出席できる方
▶国および地方公共団体の議員、常勤の公務員でな

い方
募集人員　2人
任期　平成30年６月１日から２年間（予定）
応募方法　所定の応募用紙（人権・男女参画課備え

付けまたは市ホームページ掲載）に必要
事項を記入し、「阿南市における人権が
尊重されるまちづくりの推進に対する考
え及び応募の動機」（様式自由800字程
度）を添付の上、人権・男女参画課ま
で提出してください。郵送、ファクス、
メールでも受け付けます。なお、応募書
類については返却しませんのでご了承く
ださい。　

募集期間　５月１日㈫～15日㈫　17:00必着
提出先・問い合わせは　〒774-8501　富岡町トノ

町12番地3　人権・男女参画課
（☎22−3094・FAX22−4785）へ
e-mail：jinken@anan.i-tokushima.jp

人権施策推進審議会
「公募委員」を募集
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オ ン ラ イ ン 申 請 

〒〒

「阿南市民の歌」は、昭和41年に、伸びゆく阿南市に
ふさわしい歌として誕生しました。古き良き時代のま
ちの姿を今に伝える「阿南市民の歌」が、市民の皆さ
んに親しみを持って愛唱されることを願い、普及に取
り組んでいます。
この度、「阿南市民の歌」を収録したCD およびDVD
を作成しましたので、次のとおり無料で貸し出します。
どうぞご利用ください。

貸出本数　お一人さま各１枚
貸出期間　１回につき１週間
申込方法　企画政策課にご連絡ください。
貸出場所　企画政策課または各公民館

問い合わせは　企画政策課（☎22−3429）へ

ハンセン病回復者（療養所入所者）の里帰りの機会にハンセン病
への正しい理解、偏見・差別の解消を目的に、交流会を開催しま
すので、多数ご参加ください。
日時　５月30日㈬　13:30～15:30
場所　ひまわり会館２階　ふれあいホール
内容　回復者による体験談、質疑応答、意見交換等
主催　徳島県、徳島県ハンセン病支援協会、阿南市
※入場無料
問い合わせは　人権・男女参画課（☎22−3094）へ

ハンセン病回復者一泊里帰り・交流会

本市担当の行政相談委員 中山瑞穗さんの退任に伴い、４月１日
付けで、坂東孝代さんが新たに総務大臣から行政相談委員に委嘱
されましたのでお知らせします。
国、独立行政法人等の仕事について、「苦情がある、困っている、
こうしてほしい、国・独立行政法人等の説明や対応に納得がいか
ない、どこに相談してよいか分からない、制度の仕組みが分から
ない」など、行政相談委員へお気軽にご相談ください。

　　　　　　　　　行政相談委員　坂東孝代さん（見能林町）

　　　　　　　　　【定例行政相談所のご案内】
　　　　　　　　　開設日時　第２・第４火曜日　9:30～11:30
　　　　　　　　　開設場所　市役所１階　相談室

行政相談委員が委嘱されました

「阿南市民の歌」収録
CD・DVD の貸出し

Y
ユーチューブ

ouTubeや
ケーブルテレビ
で配信中

※オンライン申請には、マイナンバーカードが必要な手続があります。ご利用には、マイナンバーカードに対応する
IC カードリーダライタまたは対応スマートフォンが必要です。

役所まで出向かなくても、申請ができます！

＜オンライン申請ができる手続きの例＞
●児童手当の手続
●保育所の入所申請
●児童扶養手当の現況届の事前送信

※全部停止の方のみ。平成30年７月開始予定
●妊娠の届出　　　　　　　　　など

パソコンから

スマホから
マイナンバーカードを使って

オンライン申請

書類の添付は
写真画像でも

ＯＫ
市区町村へ

“マイナンバーカード”の申請は簡単。パソコンやスマホから無料でできます。

カードの
申請は

通知
カード

申請書

QRコード

〈郵送で〉 〈パソコンで〉 〈スマホで〉 〈証明写真機で〉※

※機器の対応をご確認ください。

マイナンバーカードを使えば、子育てに関する手続きもご自宅で、スマートに。

児童手当の現況届は、オンラインで！
マイナンバーカードを使って

　
「
無
知
か
ら
の
偏
見
・
差
別
の
恐
ろ
し
さ
」

を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
ハ
ン
セ
ン
病
問
題

啓
発
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
年
間
50
回
程
度
の
講

演
と
15
回
程
度
の
人
権
劇
「
千
の
舞
い
」）

を
始
め
て
、
は
や
16
年
に
な
り
ま
し
た
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
（
ら
い
病
）
は
、
薬
の
な
か

っ
た
時
代
に
顔
や
手
足
に
大
き
な
後
遺
症
が

残
っ
た
た
め
、
天
刑
病
と
か
遺
伝
病
な
ど
と

い
わ
れ
、
偏
見
・
差
別
を
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
本
当
は
非
常
に
弱
い
「
ら
い
菌
」
に

よ
る
感
染
症
の
一
種
で
あ
り
ま
す
。
最
近
の

わ
が
国
に
お
い
て
は
発
病
す
る
人
は
皆
無
で

あ
り
、
文
明
国
に
お
い
て
は
「
病
気
の
う
ち

に
入
ら
な
い
」
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
全
国
13
カ
所
の
療
養
所
に
入
所
さ
れ
て

徳
島
県
ハ
ン
セ
ン
病
支
援
協
会　

会
長　

十
川
勝
幸 

さ
ん

い
る
人
た
ち
（
１
５
０
０
人
弱
）
は
50
年
以

上
も
昔
に
全
治
し
て
い
る
回
復
者
で
あ
り
ま

す
。

　

昔
は
社
会
の
無
知
か
ら
、
ら
い
患
者
は
患

者
狩
り
を
さ
れ
、
療
養
所
へ
入
れ
ら
れ
る
と

人
間
扱
い
を
さ
れ
ず
、「
ら
い
予
防
法
」
に

よ
っ
て
病
気
が
治
っ
て
も
退
所
さ
せ
て
く
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
平
成
８
年
３
月
に
「
ら
い

予
防
法
」
が
廃
止
さ
れ
、
平
成
13
年
５
月
の

違
憲
訴
訟
判
決
（
熊
本
地
裁
）
で
回
復
者
た

ち
原
告
は
国
に
勝
訴
し
、
こ
の
時
に
回
復
者

の
皆
さ
ん
は
「
こ
れ
で
や
っ
と
人
間
に
な
れ

た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
20
年

６
月
に
は
「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
が
で
き
ま
し
た
が
、
地

域
社
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
い
ま
だ
に
先

入
観
等
か
ら
根
強
い
偏
見
・
差
別
が
あ

り
、
回
復
者
は
故
郷
へ
帰
れ
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　

あ
る
人
は
60
年
目
に
故
郷
に
帰
っ
て

「
ふ
る
さ
と
の
風
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
」
と
か
、
ま
た
他
の
人
は
自
分
の
出
身

地
は
偏
見
・
差
別
が
強
く
て
、
生
き
て
い

る
う
ち
に
は
故
郷
へ
帰
れ
な
い
だ
ろ
う
と

思
い
、「
自
分
は
死
ん
で
灰
に
な
っ
て
、

風
に
乗
っ
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
り
ま
す
」

と
、
友
人
に
灰
を
ま
い
て
も
ら
う
場
所
を

言
っ
て
あ
る
人
も
い
ま
す
。

　

文
明
国
日
本
の
現
代
に
お
い
て
も
、
回

復
者
に
と
っ
て
は
「
地
球
上
で
一
番
遠
い

と
こ
ろ
が
自
分
の
故
郷
」
な
の
で
す
。

　

回
復
者
の
皆
さ
ん
は
、
想
像
も
つ
か
な

い
ほ
ど
厳
し
い
生
活
を
送
ら
れ
、「
偏
見
」

「
差
別
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
ま
で
人
を

苦
し
め
て
し
ま
う
の
か
。
と
い
う
こ
と
を

痛
感
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ

っ
て
も
回
復
者
の
皆
さ
ん
は
、
ひ
が
ま

ず
、
過
去
を
恨
ん
だ
り
せ
ず
、
周
り
の
人

に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
生
活

を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
回
復
者
の
皆

さ
ん
が
後
遺
症
で
あ
る
障
が
い
が
あ
り
な

が
ら
、
自
分
や
、
現
実
と
向
き
合
う
こ
と

で
長
期
間
を
一
歩
ず
つ
歩
ん
で
来
ら
れ
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
回
復
者
の
生
き
方
か
ら
、
私

は
学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
し
、

ま
た
講
演
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
の

感
想
か
ら
も
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
は
、
こ
の
活
動
に

よ
っ
て
学
び
得
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
い
ま

や
こ
の
啓
発
活
動
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う

よ
り
も
自
分
自
身
の
た
め
に
続
け
て
い
る
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

回
復
者
の
平
均
年
齢
は
今
85
歳
に
な
っ
て

い
ま
す
。
健
在
な
う
ち
に
生
ま
れ
故
郷
に
帰

り
、
同
級
生
や
家
族
、
近
所
の
人
た
ち
と
自

然
体
で
交
流
が
で
き
る
社
会
づ
く
り
が
急
が

れ
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
私
自
身
の
講
演
活
動
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
劇
団
「
千
の

舞
い
座
」
の
メ
ン
バ
ー
と
一
緒
に
人
権
劇
の

上
演
も
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
復
者
の

健
在
な
う
ち
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
啓
発

活
動
の
実
り
多
い
成
果
を
上
げ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

阿
南
市
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
、
ご
協
力
、

ご
支
援
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
誠
に
あ
り
が
た

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
啓
発
活
動
に
学
ぶ 　

阿
南
市
の
花
「
ひ
ま
わ
り
」
の
花
言
葉

は
、「
光
輝
く
」
で
す
。
人
権
に
つ
い
て

考
え
守
っ
て
い
く
こ
と
が
、
ま
さ
に
光
り

輝
く
阿
南
市
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
人
権
教
育
・
啓
発
コ
ー
ナ
ー
「
ひ
ま
わ

り
」
で
は
、
人
権
に
対
す
る
思
い
を
掲
載

し
て
い
き
ま
す
。

人権教育・啓発コーナー

ひまわり
�

問
い
合
わ
せ
は　

　

人
権
・
男
女
参
画
課

　
（
☎
22

－

３
０
９
４
）
へ
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